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　若者の大学などへの進学と卒業後の市内定住を後押しするため、奨学金の返還
額の一部を支援します。
　助成金の交付を希望する場合は、事前に登録申請が必要です。
　令和８年度から新たに返還支援を希望する人は、７月１日㊋～９月 30日㊋の
間に登録申請を行ってください。
　なお、すでに登録決定されている人は、新たに登録する必要はありません。

対象要件

以下のいずれにも該当する人
①市内に通算３年以上居住している人または居住していた人
②�大学、大学院、短期大学、高等専門学校（第４学年または第５学年に限る）または専修学校（専門
課程に限る）の在学中に奨学金の貸与を受け、卒業し、奨学金を返還している人

③市内に住民登録があり、実際に居住していて、市内に定住する意思を有する人
④�奨学金の返還を開始した年度の末日時点の年齢が満29歳以下で、かつ次の表に掲げる「卒業年齢」
に応じた「交付年度の年齢」である人

　※�「卒業年齢」…奨学金の貸与を受けていた期間に在学していた大学などを卒業した年度の末日時点
の年齢

　※「交付年度の年齢」…交付申請をしようとする年度の末日時点の年齢

卒業年齢 満23歳以下 満24歳 満25歳 満26歳 満27歳 満28歳

交付年度の年齢 満30歳以下 満31歳以下 満32歳以下 満33歳以下 満34歳以下 満35歳以下

　※卒業年齢にかかわらず、登録申請は満30歳までに行う必要があります。
⑤市税を滞納していない人
⑥公務員（会計年度任用職員を含む）として就職していない人
⑦上越市が貸与する奨学金の返還の全部または一部を免除されていない人
⑧暴力団、暴力団員でない人（社会的に非難される関係も含む）

対象の奨学金

・地方公共団体、大学などが貸与する奨学金
・（独）日本学生支援機構が貸与する奨学金
・その他これに類する団体が貸与する奨学金
※有利子、無利子は問いません。教育ローンは対象外

助成金額
交付申請年度の前年度（令和８年度に助成金の交付を受ける場合は令和７年度）の奨学金返還額の３分の２。
※千円未満は切り捨て、上限20万円／年（累計100万円まで）
※利子、繰上返還、滞納繰越分も対象

助成対象期間 最長60カ月（５年間分）
※上越市に住民登録があり、かつ居住しながら奨学金を返還した月が対象

提出書類

・登録申請書　※市ホームページからダウンロードできます。
・卒業（修了）証明書または卒業証書の写し
・奨学金の借入額が確認できる書類の写し（貸与機関が発行する各種証明書など）
・戸籍の附票の写し　※原本を提出

申請方法 登録申請書に必要事項を記入し必要書類を添付の上、総合政策課へ持参または郵送で提出。
※持参の場合は、各総合事務所、南・北出張所の窓口でも提出可能です。

上越市若者奨学金返還支援助成金の登録申請� 問  総合政策課（☎025-520-5626）
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